
ＰＭＥ エリアルール  （１／２） 

■ＰＭＥ第１エリア周辺 

（■全体のまとめ 

①「人（釣り人、サーファー等）」と「車」の上は飛ばない。 

②堤防の内側に入らない、堤防道路の上は飛ばない。 

③それ以外のルールは以下のとおり。 

ルール厳守のこと！ 
   

ルールを破ると、この
エリアを失ってしまい
ます。ご協力願います。 

【中部国際空港（セントレア）から成田空港に向かう飛行機（地上6000m）からの空撮写真】 

堤防道路の上は絶対に飛ばない（車が驚くため） 

遠州大橋（100円橋）は超えない 
（堤防近くに人家があるため） 

ウィンドサーファーが休憩しているため、
絶対に“その上” と“その周辺” は飛ば
ないこと（数回のクレームあり） 

ここではエンジンを吹かさず、ランディングアプローチのエリアとする 
（先日、騒音がうるさいとのクレームがあったため） 

ＨＰＭＧエリア 
この堤防道路には３っの駐車場があり、その 
西端には右の看板が立っています。 
かつて、うるさい“バイク”が周囲に迷惑をかけ 
ていたためですが、“パラモーター”はマナーを 
守って節度あるフライト練習をしていましたが、 
その実情を知らない担当者が“パラグライダー” 
を書き入れてしまったというのが経緯です。 
従いまして、マナーを守ってフライト練習をしましょう。また、何か 
注意を受けた場合は、この経緯を説明してください。 

ＰＭＥ第１エリア 

このエリアには
水上バイクを
やっている人が
いますので、高
度を上げてと飛
びましょう 

温泉があります 

堤防の内側ですが、
近寄らないこと 



ＰＭＥ エリアルール  （ ２／２） 

■天竜川河口周辺 

■中田島砂丘 
  ・人の上は飛ばない 
  ・フライト範囲は砂丘の 
   北側の道路までとする 

■中田島砂丘～天竜川河口 
  ・松林の南側の防潮堤の工事現場の 
   上は飛ばない ＰＭＥ第２エリア 

（砂浜です） 

■舞阪エリア（暫定ルール）← お知らせ 

①赤く囲んでいるエリア（舞阪エリアの西側） 

 には侵入しない（騒音問題） 

■天竜川河口～福田港～浜岡原発 

①松林の上までＯＫだが、 

  ゴルフ場近くの松林の上は飛ばない 

②福田港上空は高度を確保して飛ぶ 

【中部国際空港（セントレア）から成田空港に向かう飛行機 

（地上6000m）からの空撮写真】 

ゴルフ場 福田港 

  ↑ 

太田川河口 

←天竜川河口 

①「人（釣り人、サーファー等）」と「車」の上は飛ばない。 

②堤防の内側に入らない、堤防道路の上は飛ばない。 

③それ以外のルールは以下のとおり。 ■スズキの２輪テストコース 
  ・絶対に入らない 
   （以前、ゲリラフライトがコース上を飛んで以来、 
    スズキのパトロールが始まったが、ＰＭＥの 
    ルールを説明した経緯がある） 

ルール厳守のこと！ 
   

ルールを破ると、この
エリアを失ってしまい
ます。ご協力願います。 

原発の西側の風力発電機まで 
（以東に入ると逮捕される） 
 


